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発症した後5日を経過した後

「インフルエンザ出席停止期間の基準」早見表　　37.5℃以上を発熱とみなします
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学校保健安全法施行規則により、イン

フルエンザの出席停止期間の基準は「発

症した後５日を経過し、かつ、幼児にあっ

ては解熱後３日を経過するまで」です。

発症した日からかぞえると、６日間の出

席停止が必要ということになります。

その後は、解熱した日によって出席停止

日が延期されていきます。

出席停止の期間中は、家庭で安静に過ごしましょう。


